
野木町では医療機関で行う保険診療適用外の人工授精・生殖補助医療、生殖補助医療の一環

として行った男性不妊治療及び先進医療を受けた夫婦に対して、不妊治療に要する費用の一

部を助成します。 

 

【対象者】 

補助金の交付の対象となる夫婦（婚姻届出をしているものに限る。）は、国内の医療機関

で不妊治療を受けた方で、次の全てに該当する方 

※生殖補助医療の助成を受ける場合は治療開始日に 43歳未満であること 

 

 ① 婚姻していること。（同一世帯であること。） 

② 不妊治療を受けた者及びその配偶者が申請の日まで引き続き１年以上、町の住民基本

台帳に記録されていること。 

③ 医療保険各法における被保険者又は被扶養者であること 

 ④ 野木町税条例及び野木町国民健康保険税条例の規定により課されたすべての町税に

滞納がないこと。 

 

【補助の内容】 

補助対象費用の１／２以内で１５万円を限度に１年度につき１回として通算５か年度ま

で助成します。 

 ただし、補助対象費用は他の制度や医療保険各法に基づく補助および給付を受けた場合に

は、その助成額を差し引きます。 

 

【申請手続き】 

原則として、不妊治療を受けた日の属する年度の翌年度末までに申請してください。 

治療中で年度を越える場合は、治療終了時を治療を受けた日とします。1年度に複数回治

療を行った場合はまとめて申請可能です。 

【必要書類】 申請先：野木町健康福祉課（保健センター内） 

① 不妊治療支援事業補助金交付申請書 

 ② 戸籍謄本又は全部事項証明 

③ 野木町不妊治療受診等証明書（医療機関で記入） 

④ 医療機関が発行する不妊治療費の領収書のコピー 

 ⑤ 他機関による助成決定通知書の写し 

   助成費額のわかるもの  

⑥ 同意書 



 

 

 
お問い合せ先 

野木町役場健康福祉課健康増進係 

℡ ０２８０－５７－４１７１ 


